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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年５月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１０月１４日 ０６時３５分ごろ 

発生場所 愛媛県大洲
お お ず

市青島北東方沖 

伊予青島灯台から真方位０３８°３.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４６.８′ 東経１３２°３１.１′） 

事故の概要 漁船戎
えびす

丸は、北東進中、また、漁船蛭子
え び す

丸は、漂泊中、両船が衝

突した。 

蛭子丸は、甲板員が負傷し、右舷船尾部外板の破口等を生じ、ま

た、戎丸は、船首部外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年１０月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 戎丸、４.９８トン                

ＥＨ３－２１８１０（漁船登録番号）、個人所有 

１０.７５ｍ（Lr）×２.６０ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ      

ディーゼル機関、４８kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５１

年４月１０日 

Ｂ 漁船 蛭子丸、４.９トン                 

ＥＨ３－２３５８５（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.１９ｍ（Lr）×２.８５ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４８kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６２

年２月２６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年７月１０日 

    免許証交付日 平成２７年１１月９日 

           （令和３年３月２４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１月７日 

    免許証交付日 平成２６年２月４日 

           （令和元年１１月２６日まで有効） 
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死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（甲板員） 

 損傷 Ａ 船首部外板に破口及び亀裂 

Ｂ 右舷船尾部外板及び後部甲板に破口及び亀裂、船尾部舷縁に亀

裂、船尾部係船柱に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

日出時刻：０６時１４分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員（以下「甲板員Ａ」という。）が乗り組

み、一そうローラーごち網漁の目的で、平成３０年１０月１４日０４

時３０分ごろ愛媛県伊予
い よ

市豊田
と よ た

漁港を発進し、０５時３０分ごろ青島

北東方沖の漁場に到着した。 

Ａ船は、１回目の操業を終え、船長Ａが、甲板員Ａを後部甲板で漁

獲物の選別作業に当たらせ、自身が操舵室に渡した板に腰を掛け、約

２,０００メートル（円状に広げた網の直径約２個分に相当する距

離）移動して２回目の操業を始める予定で、０６時３０分ごろ揚網を

終えた場所を発進し、約９ノット（kn）の対地速力で、手動操舵によ

り北東進した。 

船長Ａは、０６時３５分ごろ、衝撃を感じ、Ａ船の船首部がＢ船の

船尾部と衝突したことを知り、船長Ｂに状況や連絡先を尋ね、所属し

ている漁業協同組合に本事故の発生を報告した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員（以下「甲板員Ｂ」という。）が乗り組

み、底びき網漁の目的で、１４日０３時１０分ごろ愛媛県松山市松山

港三津浜地区の係留地を発進し、０３時５０分ごろ伊予灘航路第９号

灯浮標付近に到着し、南西方に向かって１回目のえい
．．

網を始めた。 

船長Ｂは、０６時１０分ごろ青島北東方沖に至って１回目のえい
．．

網

を終え、主機を中立運転として漂泊し、海面付近まで揚げた網を船尾

部に係止したのち、漁獲物の選別作業を甲板員Ｂと始めた。 

船長Ｂは、漁獲物を後部甲板から船首部の生け簀
す

に運んでいたとこ

ろ、衝撃を感じて船尾方を振り向き、後部甲板で倒れている甲板員Ｂ

及びＡ船を認め、Ａ船と衝突したことを知った。 

船長Ｂは、船長Ａと連絡先を交換したのち、甲板員Ｂを係留地に搬

送することとし、携帯電話で、Ｂ船より速い船舶を所有する友人に来

援を要請したのち、家族に救急車の手配等を指示した。 

甲板員Ｂは、係留地に向かう途上、来援した友人の船舶に移され、

係留地に移送されたのち、救急車で病院に搬送され、約１２週間の加

療を要する第１１胸椎圧迫骨折と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項 船長Ａは、２回目の操業を始める予定で、揚網を終えた場所を発進
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するのに先立ち、船首方を見た際、他船を認めなかったので、発進後

も、前路に他船はいないと思い、振り返って漁獲物の選別作業を見る

などしていた。 

船長Ａは、本事故当時、Ｂ船に気付けば左右のいずれかに転舵し、

Ｂ船を避けることができたと本事故後に思った。 

船長Ｂは、本事故当時、漂泊中のＢ船に他船が接近することはない

と思い、漁獲物の選別作業を続けていた。 

船長Ｂは、Ａ船の接近に気付けば、移動してＡ船を避けることがで

きたと本事故後に思った。 

Ｂ船は、汽笛を装備していた。 

Ａ船及びＢ船は、いずれもレーダーを装備していなかった。 

甲板員Ａ、船長Ｂ及び甲板員Ｂは、救命胴衣を着用していなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、青島北東方沖において、北東進中、船長Ａが、前路に他船

はいないと思い、漁獲物の選別作業を見るなどしていたことから、Ｂ

船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、発進するのに先立ち、他船を認めなかったことから、発

進後も、前路に他船はいないと思ったものと考えられる。 

Ｂ船は、青島北東方沖において漂白中、船長Ｂが、漂泊中のＢ船に

他船が接近することはないと思い、漁獲物の選別作業を続けていたこ

とから、接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因 本事故は、青島北東方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが、前路に他船はいないと思い、漁獲物の選別作業を見る

などしており、また、船長Ｂが、漂泊中のＢ船に他船が接近すること

はないと思い、漁獲物の選別作業を続けていたため、両船が衝突した

ものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、航海中及び漂泊中を問わず、他船との接近に気付くこと

ができるよう、見張りを行うこと。 

・甲板上で作業をする場合には、救命胴衣を着用すること。 

・事故が発生した際、直ちに海上保安庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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